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Ｎｏ 説明項目 担当課 記載ページ 

１ 平和事業の着実な推進 総務課 Ｐ１～Ｐ１８ 

２ 
積極的な情報の公開と個人情報

の保護 
総務課 Ｐ１９～Ｐ２２ 

３ 付加価値創造型職員を目指して 職員課 Ｐ２３～Ｐ３２ 

４ 

『ＩＣＴで絆と活力が実感できるま

ち、八王子』をめざして 

ＩＴ推進室 Ｐ３３～Ｐ３８ 

 

 



－市民会議資料－ 
平成２３年１月２２日 
総 務 部 総 務 課 

 

平和事業の着実な推進 

 
 
【ゆめおりプランでの位置づけ】 

２編１章１節 人とひととの支え合い 
 
【個別計画の状況】 

個別の計画はありません。 
 
本日の説明項目 

１ 世界連邦平和都市宣言と非核平和都市宣言 
２ 平和展について 
 



世界連邦平和都市宣言と非核平和都市宣言 

 
１．宣言  世界連邦平和都市宣言（昭和５３年１２月２１日市議会） 

          

      非核平和都市宣言（昭和５７年６月２９日市議会） 
 
２．事業概要  
  ① 世界連邦平和都市宣言碑の設置 
     昭和５４年度 八王子駅南口に設置（現在工事のため撤去中） 
     平成２２年度 八王子駅南口バスターミナルに再設置 
 
② 世界連邦都市宣言文の掲示 
   事務所・市施設・市民センター４９箇所で掲示 

 
③ 非核平和都市宣言広告塔の設置 
   事務所・市民センター等２４箇所に設置 
 
④ 非核平和都市宣言文の掲示 
   事務所・市施設・市民センター・小中学校１５６箇所で掲示 
 
⑤ 平和の像設置 
   平成４年度 平和のシンボルとして「平和の像」を富士森公園内に設

置 
   題名：「平和」 園鍔 勝三 作 

 
 
 

平和展について 

    平和展の開催 
・ 昭和６１年度から実施 
・ 平成２０年度から実行委員会形式で開催 

 
                           



世界連邦平和都市宣言碑（写真）など 
 

 

世界連邦平和都市宣言碑（JR八王子駅南口） 
 

 

世界連邦平和都市宣言文の掲示（本庁舎） 



世界連邦平和都市宣言碑（写真）など 
 

 非核平和都市宣言広告塔（館事務所） 
 

 
八王子市非核平和都市宣言文の掲示（本庁舎） 
 



世界連邦平和都市宣言碑（写真）など 
 

   
平和の像（富士森公園） 
 
 



年　度

日　程 日　程 8/6～8/11

内　容 場　所 ・横山､元八王子､北野事務所

日　程 日　程 8/5～8/10

内　容 場　所 ・本庁舎市民ロビー、由井、石川事務所

日　程 8／5～8/17 日　程 8/5～8/16

場　所 駅ビル市民ホール展示室

日　程 8／2～8/9 日　程 8／2～8/9

場　所 駅ビル市民ホール会議室

日　程 8／5～8/9 日　程 8／5～8/9

場　所 駅ビル市民ホール会議室

日　程 8／1～8/6 日　程 8／1～8/6

場　所 駅ビル市民ホール会議室

日　程 8／1～8/6 日　程 8／1～8/6

場　所 駅ビル市民ホール会議室

日　程 7/23～7/28 日　程 7/23～7/26

場　所 駅ビル市民ホール会議室

日　程 7/31～8/4 日　程 7/31～8/4

場　所 駅ビル市民ホール会議室

平成３年

広島原爆写真展
・広島市より被爆物、広島市民の描いた原爆の絵及び
写真パネルを借用し展示
・図書コーナー
・映画会の開催

内　容

平和展
・平和講演会（①被爆体験談②長崎市民の平和運動）
・市内の小・中学生から募集した絵画・作文・書生の展
示
・図書コーナー
・映画会の開催

内　容平成４年

本庁舎市民ロビー

本庁舎市民ロビー

場　所 本庁舎市民ロビー

場　所

本庁舎市民ロビー

内　容

非核平和展
・(財）丸木美術館より原爆の写真パネルを借用し展示
・図書コーナー
・映画会の開催

内　容

内　容

八王子戦災展
・八王子の戦災パネル及び戦災品を展示
・図書コーナー
・映画会の開催

本庁舎市民ロビー場　所

平成元年
場　所 本庁舎市民ロビー

長崎原爆写真展
・長崎市より被爆物及び写真パネルを借用し展示
・図書コーナー
・映画会の開催

平成２年

平和展について

昭和６１年

開催無し

開催無し

平　和　展

本庁舎市民ロビー
映画会と同時開催

原爆資料展
・広島平和記念資料館と広島平和文化センターより被
爆物及び写真パネル等を借用し展示

内　容昭和６２年
場　所

場　所
昭和６３年

非核平和展
・宇都宮軍縮事務所より写真パネルを借用し展示
・図書コーナー
・映画会の開催

原爆写真パネル展

昭和５９年

昭和６０年

内　容
場　所



日　程 7/28～8/1 日　程 7/28～7/30

場　所 駅ビル市民ホール展示室・会議室

日　程 8/3～8/7 日　程 8/1～8/5

場　所 駅ビル市民ホール展示室・会議室

日　程 8/2～8/6 日　程 8/1～8/4

場　所 駅ビル市民ホール展示室・会議室

日　程 7/31～8/4 日　程 7/29～8/2

場　所 駅ビル市民ホール展示室・会議室

日　程 7/30～8/3 日　程 7/28～8/1

場　所 学園都市センターギャラリーホール

日　程 7/29～8/2 日　程 7/27～7/31

場　所 学園都市センターギャラリーホール

日　程 7/28～8/1 日　程 7/26～7/30

平和展
・広島原爆資料展
・平和作品展
・図書コーナー
・映画会の開催

場　所

平成７年 内　容

平和展（戦後50年）
・八王子大空襲展
・｢戦後50年｣にちなんだ平和作品展
・図書コーナー
・映画会の開催

場　所

本庁舎市民ロビー

平成５年 内　容

平和展
・平和ポスター展
・平和写真パネル展
・図書コーナー
・映画会の開催

場　所 本庁舎市民ロビー

平成６年 内　容

平和展
・世界の平和ポスター展
・戦時中の生活再現コーナー
・平和について(作文コーナー）
・図書コーナー
・映画会の開催

場　所

場　所

本庁舎市民ロビー
（広島・長崎市）

本庁舎市民ロビー
（広島・長崎市原爆写真パネル）

平成１１年

場　所
学園都市センター第1～第4セミナー室
イベントホール

本庁舎市民ロビー
（広島原爆写真パネル）

平成１０年

平成８年 内　容

平成９年 内　容

平和展
・東京大空襲展
・平和作品展
・図書コーナー
・映画会の開催

内　容

平和展
・平和作品展
・平和インターネットコーナー
・戦争と子だもたちのコーナー
・図書コーナー

場　所
本庁舎市民ロビー
（長崎原爆写真パネル）

本庁舎市民ロビー
（長崎原爆写真パネル）
広島平和記念資料館より借用

内　容

平和展
・現物資料展示
・戦争体験者によるお話
・平和ビデオの放映
・郷土資料館学芸員による説明
・市内の小・中学生から募集した｢平和ポスター｣展示
・本市の啓発ポスター展示
・図書コーナー
・映画会の開催

場　所



日　程 8/2～8/6 日　程 7/31～8/4

日　程 7/29～8/4 日　程 7/30～8/3

日　程 8/2～8/6 日　程 7/31～8/7

日　程 8/1～8/5 日　程 7/30～8/7

日　程 7/30～8/3 日　程 8/1～8/13

平成１２年
内　容

平和展
・こどもと平和展（学童疎開関係写真パネル・１ｔ爆弾、
おもちゃの展示）
・平和ビデオの放映
・市内の小・中学生から募集した｢平和ポスター｣展示
・本市の啓発ポスター展示
・図書コーナー
・映画会の開催

本庁舎市民ロビー
（長崎原爆写真パネル）
長崎市東京事務所より借用

場　所
学園都市センター第1～第4セミナー室
　　　　　　　　　　　イベントホール

場　所

本庁舎市民ロビー
（広島・長崎原爆写真パネル）

場　所
学園都市センターギャラリーホール
　　　　　　　　　　　イベントホール

平成１３年
内　容

平和展
・戦災物展示
・戦災写真展示
・平和ビデオの放映
・防空壕体験コーナー
・市内の小・中学生から募集した｢平和ポスター｣展示
・本市の啓発ポスター展示
・図書コーナー
・映画会の開催

場　所
本庁舎市民ロビー
（広島・長崎原爆写真パネル）
平和博物館を作る会より購入

場　所
学園都市センターギャラリーホール
　　　　　　　　　　　イベントホール

平成１４年
内　容

平和展
・原爆資料展示コーナー（被爆現物資料の展示）
・原爆ポスター展示（広島・長崎原爆写真パネル）
・広島の町再現コーナー
｢広島平和記念資料館から借用｣
・平和ビデオの放映
・市内の小・中学生から募集した｢平和ポスター｣展示
・本市の啓発ポスター展示
・図書コーナー
・映画会の開催

場　所

平成１５年
内　容

平和展
・世界各国の状況（写真パネルの展示）
・学習ポスター｢国境なき医師団日本から借用｣
・原爆ポスター展示｢広島平和記念資料館から借用｣
・平和ビデオの放映
・市内の小・中学生から募集した｢平和ポスター｣展示
・本市の啓発ポスター展示
・図書コーナー
・映画会の開催

場　所

平成１６年

内　容

平和展
・八王子空襲の状況
・八王子空襲戦災品（郷土資料館から借用）
・石川光陽写真パネル
・平和ビデオの放映
・市内の小・中学生から募集した｢平和ポスター｣展示
・本市の啓発ポスター展示
・図書コーナー
・映画会の開催

本庁舎市民ロビー
（広島・長崎原爆写真パネル）

場　所
学園都市センターギャラリーホール
　　　　　　　　　　　イベントホール

本庁舎市民ロビー
（広島・長崎原爆写真パネル）

場　所

場　所
学園都市センターギャラリーホール
　　　　　　　　　　　イベントホール



日　程 7/29～8/2 日　程 8/5～8/15

日　程 7/29～8/2 日　程 8/4～8/11

日　程 8/2～8/6 日　程 8/4～8/12

日　程 8/1～8/5

平和展

・ＵＮＨＣＲ(国連難民高等弁務官事務所）展示(UNHCRから借用）

・八王子空襲戦災品(郷土資料館、東京都から借用）

・八王子空襲写真パネル(郷土資料館、東京都から借用）

・原爆パネルコーナー

・６３年前に描いた児童の絵

・平和ビデオの放映

・市内の小(４年生～）・中学生から募集した「平和ポスター」展示

・図書コーナー

・八王子空襲講演会

・UNHCR講演会

場　所 学園都市センター　ギャラリーホール

　　　　　　　　　　　　第１セミナー室

本庁舎市民ロビー
（広島・長崎原爆写真パネル）

場　所
学園都市センターギャラリーホール
　　　　　　　　　　　イベントホール

平成１７年
内　容

平和展（戦後60年）
・八王子空襲の状況
・八王子空襲戦災品
・６０年前に描いた児童の絵（郷土資料館から借用）
・戦争体験者による語り部
・学生デザインポスター展示
・平和ビデオの放映
・市内の小・中学生から募集した｢平和ポスター｣展示
・本市の啓発ポスター展示
・図書コーナー
・映画会の開催

場　所

平成１８年
内　容

平和展
・八王子空襲戦災品
・八王子空襲写真パネル（東京都から借用）
・６１年前に描いた児童の絵（郷土資料館から借用）
・平和ビデオの放映
・市内の小・中学生から募集した｢平和ポスター｣展示
・本市の啓発ポスター展示
・図書コーナー
・映画会の開催

場　所

平和展
・ユニセフ写真パネル展示（ユニセフから借用）
・八王子空襲戦災品
・八王子空襲写真パネル（東京都から借用）
・６２年前に描いた児童の絵（郷土資料館から借用）
・平和ビデオの放映
・市内の小・中学生から募集した｢平和ポスター｣展示
・本市の啓発ポスター展示
・図書コーナー
・映画会の開催

場　所

本庁舎市民ロビー
（広島・長崎原爆写真パネル）

場　所
学園都市センターギャラリーホール
　　　　　　　　　　　イベントホール

本庁舎市民ロビー
（広島・長崎原爆写真パネル）

場　所
学園都市センターギャラリーホール
　　　　　　　　　　　イベントホール

平成１９年
内　容

内　容
平成２０年



日　程 7/31～8/4

平和展

・WFP（国連世界食糧計画）展示(WFPから借用）

・八王子空襲戦災品(郷土資料館、東京都から借用）

・八王子空襲写真パネル(郷土資料館、東京都から借用）

・原爆パネルコーナー

・６４年前に描いた児童の絵

・平和ビデオの放映

・市内の小(５年生～）・中学生から募集した「平和ポスター」展示

・図書コーナー

・八王子空襲講演会

・WFP（国連世界食糧計画）講演会

場　所 学園都市センター　ギャラリーホール

　　　　　　　　　　　　第５セミナー室

日　程 7/29～8/2

平和展

・青い目の人形（ﾒｱﾘｰ・ﾍﾞｯｷｰ）展示（八小から借用）

・ユニセフ写真パネル展示(ユニセフから借用）

・地雷展示（ＪＩＣＡから借用）

・八王子空襲戦災品(郷土資料館、東京都から借用）

・八王子空襲写真パネル(郷土資料館、東京都から借用）

・原爆パネルコーナー

・昭和２０年に描いた児童の絵

・平和ビデオの放映

・市内の小(５年生～）・中学生から募集した「平和ポスター」展示

・図書コーナー

・八王子空襲講演会

・朗読会、紙芝居の実施（どちらも無償）

場　所 学園都市センター　ギャラリーホール

　　　　　　　　　　　　イベントホール

日　程 7/21～7/25

内　容 ・市内の小(５年生～）・中学生から募集した「平和ポスター」展示

・八王子空襲戦災品(郷土資料館から借用）

・八王子空襲写真パネル(郷土資料館から借用）

場　所 イトーヨーカドー八王子店

内　容

平成２２年

平成２１年
内　容



平成２２年度平和推進事業実施結果 

１ 平 和 展 

⑴ 期間 
平成２２年７月２９日（木）～８月２日（月） 
午前１０時～午後６時（ただし最終日は午後５時まで） 
※７月２８日（水）午前９時から会場設営 （職員･委員・ボランティア・委託 計２３名） 
※８月 ２日（火）平和展終了後、会場撤去（職員･委員・ボランティア・委託 計１９名） 

 
⑵ 会場・入場者 

八王子市学園都市センター ギャラリーホール（１１階） 
入場者数  １，３７６人（前年度 1,338名） 

 

⑶ 内容 
 ア 展示作品 
（ア）本市宣言文等 
「世界連邦平和都市宣言」「八王子市非核平和都市宣言」（H5 作成） 
「平和の像」の写真１枚 ｢平和展開催趣旨説明文｣ 

  （イ）戦時品及び写真パネルの展示 
    東京都借用分    展示品２２点、写真パネル１８点 

    郷土資料館借用分  展示品 ３点、写真パネル２３点 
    総務課所有分 
    ・八王子市焼失区域図（全図）（H21 作成） 

    ・八王子空襲に関する年表 
    ・昭和２０年に小比企国民学校の児童が描いた絵（５枚） 
    ・写真パネル ４点 
（ウ）青い目の人形（メアリー、ベッキー）（第八小学校より借用） 

（エ）原爆写真パネル（八六九会所有分 約４０枚展示） 

（オ）ユニセフパネル（ユニセフ所有分 ７枚展示） 
（カ）地雷関係（ＪＩＣＡ所有物 実物１個、レプリカ７個、人型パネル２体、スクリーン３枚） 
（キ）平和関係図書（総務課で所有している図書・絵本等を約７０冊） 
（ク）市内の小・中学生による「平和」ポスター（ポスター展の開催風景も展示） 
応募作品のうちイトーヨーカドーでのポスター展で展示していない作品（４０５点）を展示し、作品

の返却と参加賞（水筒）を各小中学校へ配付 
（ケ）ビデオコーナー 
総務課で保有しているビデオテープ（８本）及び DVD（２本）を常設テレビにて放映。 

イ 催物 
（ア）平和の木 
実行委員会作成による平和の木に、来場者に平和への想いを葉の形に似せた紙に書いてもらい、平和



へのメッセージがつまった平和の木を育てた。 
（イ）クイズラリー 
実行委員会の意見を参考に、来場者の子ども達にクイズ形式で参加してもらい幅広く展示内容を見て

もらうこととした。なお、参加者への平和啓発物品の配付は過去の平和啓発物品の在庫品で対応。 
［ボールペン・メモ帳・リーフレット］ 

（ウ）アンケート 
平和展会場でのアンケートを実施。今年度も一般用と子ども用、講演会・語り部・朗読会用の３種類

作成。 
集計結果 別紙のとおり 

ウ 講演会の実施 

（ア）第一部 

会  場  八王子市学園都市センター イベントホール（１２階）定員２１８名 
開 催 日  平成２２年８月１日（日） 
内  容  八王子空襲について 
講  師  都立南多摩高校教諭 齊藤 勉さん 
開催時間  午後２時～午後４時３０分（午後１時３０分開場） 
入場者数  １３０人 

エ 語り部の実施 

会  場  八王子市学園都市センター１１階 ギャラリーホール 
講師・内容、時間及び入場者数 別紙のとおり 

オ 朗読会（八王子生涯学習コーディネーター会）、紙芝居（郷土資料館ガイドボランティア）の実施 

各団体からの依頼により試行的に実施した。 

会  場  八王子市学園都市センター１１階 ギャラリーホール 
開催日及び入場者数 別紙のとおり 

 

⑷ 実行委員会の設置 

  20 年度より、これまでの市側による企画・運営ではなく、広く平和に関係する市民・団体からなる

委員会形式よる実施とし、新しい平和展を模索するため、「平和展実行委員会」を設置し、実施した。 
ア 委員一覧   別紙のとおり 
イ 実行委員会  全８回開催（3/26・4/23・5/28・6/9・6/25・7/7・7/23・9/13予定） 

 
⑸ 周知方法 
ア 各メディア等 
八王子市広報（7/15号） 
八王子市ホームページ（6/17～） 
新聞紙（読売 7/31朝刊、毎日 8/1朝刊） 
地方広告誌（よみうりサンタマリア 7 月（7/10）号、ほーむたうん 7 月（7/1）号、多摩マリオン 7/28

号、ショッパー7/23号、もしもししんぶん 7/22号） 
八王子テレメディア 
ドミノシティ全庁掲示（7/29～8/2） 



東急スクエア正面入口に看板設置（7/29～8/2） 
東急スクエア南側に懸垂幕掲揚（7/22～8/2） 

イ ポスター掲示、チラシ配布 
 市施設、市内小･中学校、高校、大学･短大、はちバス、八王子駅北口地下駐車場、イトーヨーカドー八

王子店（ポスター展開催期間）、会場 
 

 ⑹ 当日画像 別紙のとおり 
 

２ こどもたちが描いた平和ポスター展 

⑴ 期間 
平成２２年７月２１日（水）～７月２５日（日） 
午前１０時～午後１０時（ただし最終日は午後６時まで） 
※７月２０日（火）午後２時から会場設営   （職員 ４名） 
※７月２５日（日）ポスター展終了後、会場撤去（職員 ４名） 

 
⑵ 会場 

イトーヨーカドー八王子店（狭間町） センターコート（１階） 
 

⑶ 内容（展示作品） 
（ア）市内の小・中学生による「平和」ポスター（１７９点） 
 （イ）本市宣言文等 

「世界連邦平和都市宣言」「八王子市非核平和都市宣言」（Ａ３版） 
「平和の像」 

（ウ）借用展示品及び写真パネル 
    郷土資料館借用分 展示品 １４点、写真パネル１点 
    総務課所有パネル １１点 

八王子市焼失区域図、八王子空襲に関する年表 

 

 ⑷ 当日画像 別紙のとおり 
 

３ その他平和関連事業 

⑴ 懸垂幕の掲出 
ア 期  間  平成２２年７月１６日（金）～８月１６日（月） 
イ 標  語  世界の平和はみんなの願い 非核宣言都市 八王子市 

  ウ 掲載場所  本庁舎南側 
 



－市民会議資料－ 
平成２３年１月２２日 
総 務 部 総 務 課 

 

積極的な情報の公開と個人情報の保護 

 
 
【ゆめおりプランでの位置づけ】 

１編２章１節 説明責任の着実な実行 
 
【個別計画の状況】 

個別の計画はありません。 
 
本日の説明項目 

１ 情報提供とは 
２ 情報公開請求とは 
３ 個人情報の保護 
 
【情報提供とは】 

市に関する情報を市の方から積極的に市民にお知らせする制度です。「市政情報の公表・

提供制度実施要綱」に基づいて、市政運営の基本指針となる中・長期的な計画や市の主要

事業の進行状況などは、市民に公表することを義務付けています。 
また、市の職員定数や給与に関する事項、市民の意識、生活実態等に関する調査結果、

市民生活の安全と密接に関係がある防災等に関する事項などについては、情報の提供に努

めることになっています。 
情報提供の方法としては、市の広報誌やホームページに掲載して事業内容などを周知し

たり、チラシやパンフレットを配布してイベントへの参加を呼びかけたりしています。 
 
【情報公開請求とは】 

 情報公開条例に基づいて、市が保有している公文書の閲覧や写しの交付などを請求する

制度です。市内に住んでいる人や市内に事業所がある法人、市内の学校、事業所に通って

いる人などが公開を請求することができるものです。ただし、市外に住んでいても公開を

必要とする理由を明記することができれば請求することができます。また、郵送や電子申

請による請求も可能です。 
 公開請求があると、市では原則２週間以内にその情報を公開するか否かを決定します。



請求の対象となった情報の中に個人情報など公開できない情報が含まれている場合には、

その部分を黒塗りして部分公開とすることもあります。平成２１年度の公開請求の件数と

それに対する市の決定をまとめると次の表のようになります。 
 
平成２１年度 

非公開 

実施機関名 
請求 

件数 

請 求 対

象 公 文

書数 

公開 
部分 

公開 
個 人 情

報等 
不存在

請 求 取

下 及 び

却下 

不 服 申

し立て 

市  長 284 4,379 4,011 297 14 46 11 2 

教育委員会 26 99 73 20 3 2 1 0 

議  会 1 1 0 1 0 0 0 0 

農業委員会 1 4 0 4 0 0 0 0 

監査委員 1 1 0 0 0 0 1 0 

選挙管理委員会 1 2 0 2 0 0 0 0 

計 314 4,486 4,084 324 17 48 13 2 

 
【個人情報の保護】 
 情報公開と表裏一体の関係にあるのが、個人情報の保護です。市では、数多くの個人情

報を取り扱っているため、個人情報保護条例に基づいて個人情報を厳格に管理しています。 
また条例には、個人情報を故意に漏洩した職員などに対して厳しい罰則を科す旨が規定

されています。 
 その一方で、本人が自分の情報を確認したい場合には、個人情報の開示請求の手続きを

することにより、その情報が記載されている文書の閲覧や写しの交付を受けることができ

ます。この場合も情報公開請求と同様に開示できない部分は黒塗りになります。平成２１

年度の開示請求の件数とそれに対する市の決定をまとめると次の表のようになります。 
 
平成２１年度 

不開示 

実施機関名 
請求 

件数 

請 求 対

象 公 文

書数 

開示 
部分 

開示 
本 人 外

情報等 
不存在

請 求 取

下 及 び

却下 

不 服 申

し立て 

市  長 68 150 113 15 0 21 1 1 

教育委員会 4 5 2 1 1 0 1 0 

計 72 155 115 16 1 21 2 1 

 
 
 



個人情報は慎重に取り扱われなければならないことは当然ですが、その利用を図ってい

くことも行政として必要なことです。近年、個人情報保護に関して過剰に反応するあまり、

地域や学校における緊急連絡網や名簿が作成できないといった弊害も起きています。個人

情報については、その保護と活用とのバランスを考えながら、管理していく必要がありま

す。 



－市民会議資料－ 
平成 23年 1月 22日 
総 務 部 職 員 課 

 

付加価値創造型職員を目指して 
 
 

【ゆめおりプランでの位置づけ】 

第 1編 3章 4節 人材の育成と活用 
 
 
 
【個別計画の状況】 

 人材育成基本方針の策定 
 
研修基本方針の策定 

 
 研修計画 
 
 
【本日の説明項目】 

１ やる気を高め、人をいかす人事制度 
２ 能力を最大限に引き出し、高める研修制度 

















 

－ 市 民 会 議 資 料 －         

平 成 ２ ３ 年 1 月 2 2 日 
総 務 部 I T 推 進 室 

 
 

『ＩＣＴで絆と活力が実感できるまち、八王子』をめざして 

 
 

【ゆめおりプランでの位置づけ】  

１編２章２節 市民サービスの向上 

 
 
     
【個別計画の状況】 

 地域情報化計画“利便と効率を実現するＩＣＴプラン” 
（計画年度 平成 20年～24年：公募市民 8人を含む八王子市地域情報化計画検討委員
会の提言を受け策定） 

 
 
【本日の説明項目】 

 地域情報化に向けた八王子市の取り組み 

～利便と効率を実現するＩＣＴプラン（八王子市地域情報化計画）～ 
 



『ＩＣＴで絆と活力が実感できるまち、八王子』をめざして 
 

１． 『ＩＣＴ』とは 

 『ＩＣＴ』とは、情報通信技術（Information and Communication Technology）の略で、これ

まで情報技術の総称として一般的に使われてきた『ＩＴ』（Information Technology）に替わる表現

です。『ＩＣＴ』は国際的に広く使われている用語であり、日本でも2005年頃より、総務省の策定し

た計画の中等で用いられ、以来、定着しつつあります。 

『ＩＣＴ』は、情報技術に加え、情報の伝達や共有に重点が置かれた表現であり、情報処理のみなら

ず、コミュニケーションの手段としての役割が強調されています。本市の計画等においても、「人」と

「人」のコミュニケーションの重要性を認識するため、『ＩＣＴ』という表現を使用しています。 

 

 

２． 国の情報化への取り組み 

 

2001年 1月 『ｅ-Ｊａｐａｎ戦略』        【ＩＴ基盤整備】 

「すべての国民が情報通信技術を積極的に活用し、かつその恩恵を最大限に享受できる社会の実現」 

 

2003年 7月 『ｅ-Ｊａｐａｎ戦略Ⅱ』       【ＩＴ利用・活用重視】 

「社会全体が元気で、安心して生活ができ、新たな感動を享受できる、これまで以上に便利な社会」 

 

2006年 1月 『ＩＴ新改革戦略』         【ＩＴの構造改革力の追求】 

「いつでも、どこでも、誰でもＩＴの恩恵を実感できる社会の実現」 

 

2010年 5月 『新たな情報通信技術戦略』     【国民主権の社会確立】 

「国民本位の電子行政の実現」 

「情報通信技術の徹底的な利活用による地域の絆の再生」 

「新市場の創出と国際展開」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 2020 年までにワンストップサ

ービスを可能にする。 

・ 2013 年までに国民がオープ

ンガバメントを実感できるよう

にする。 

・ 2015 年を目途に全世帯で

ブロードバンド利用を実現す

る「光の道」を完成させる。 

                等

① 国民本位の電子行政の実現

② 地域の絆の再生 

③ 新市場の創出と国際展開 

（2010 年 5 月） 

新たな情報通信技術戦略

2020

国民主権の社会確立 



３． 地域情報化に向けた八王子市の取り組み 

   ～利便と効率を実現するＩＣＴプラン（八王子市地域情報化計画）～ 

 

（１） 八王子市地域情報化計画策定の背景と目的 

国の『ＩＴ新改革戦略』において、「いつでも、どこでも、誰でもＩＴの恩恵を実感できる社会の実

現」という目標が掲げられ、情報化を地域社会全体の問題として捉えていく必要性が高まりました。 

本市の従前の情報化計画『ｅ-City 八王子計画（平成14年8月策定）』では、行政内部の情報化を

主な目的としていましたが、行政のみならず、市民生活の利便性向上、地域の活力創出、コミュニテ

ィの活性化等の地域の課題に対し、情報化による取り組みを検討していく必要がありました。 

新たな情報化計画を策定するにあたり、平成18年7月に学識経験者、関連団体及び公募市民で構

成される『八王子市地域情報化計画検討委員会』を設置し、市民、企業、各種団体、行政などの幅広

い観点から意見を求めました。平成19年 4月に検討委員会からの提言を受け、平成20年4月「行

政と地域の課題を解決し、地域情報化の着実な展開をめざす」ための情報化計画として『利便と効率

を実現するＩＣＴプラン（八王子市地域情報化計画）』が策定されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 目標 

ＩＣＴプランでは、情報化自体が目的ではなく、情報化により市民生活がより豊かになることを目

的としています。めざすべき将来像として「ＩＣＴで、絆と活力が実感できるまち 八王子」を掲げ、

この将来像を実現すべく大きく４つの目標を定め、目標ごとに個々の具体的施策を打ち出しています。 

 

 ４つの目標  

（１） 行政サービスの質的向上 （２） 情報システムの全体最適化 

（３） 地域の課題解決 （４） 継続的な取り組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民主体で行う情報化 

市民と行政が協働で行う情報

行政が行う情報化 

地域情報化 

「ＩＣＴで絆と活力が実感できるまち、八王子」

●市民が主体の情報発信のしくみづくり
●小・中学生の情報活用能力の向上
●デジタルデバイドへの対応

地域の課題解決

●インターネットによるオンライン申請
数の拡大
●ＩＣＴ活用による防災情報の充実
●モバイル版ホームページの充実

行政サービスの質的向上

●ホストコンピュータの再構築
●全システム総点検の実施
●システム評価制度の導入

情報システムの全体最適化

●情報セキュリティ対策の充実
●体制の強化
●地域産業の活性化

継続的な取り組み



（３） 取り組み期間 

 ＩＣＴプランの計画期間は「八王子ゆめおりプラン」にあわせて平成24年度までです。 

 

（４） 目標を実現するための具体的施策の一例 

 

（１）行政サービスの質的向上 

・ インターネットによるオンライン申請の拡大 

  →インターネットから申請等ができる種類の拡大 

  →オンライン申請による手続き完遂の仕組みづくり 

・ ＩＣＴ活用による防災情報の充実 

  →地図情報システムを利用した防災マップ等の充実 

・ 八王子市ホームページの充実 

  →モバイル版ホームページの全面リニューアル実施 

  →Ｑ＆Ａ集の充実 

・ 図書館システムの更新 

 →図書館システムの再構築                    等 

（２）情報システムの全体最適化 

・ 全システムの総点検 

    →個別システムの実地調査・点検 

    →システム全体最適化計画の策定 

・ システム評価制度の導入 

    →システム評価実施要綱の策定 

・ ＩＴ調達の適正化 

 →情報システムの調達ガイドラインの策定 

・ システムの共通化による経費縮減 

 →ネットワークの統合 

 →端末の統合 

  →共通基盤の整備                        等 

（３）地域の課題解決 

・ 市民が主体の情報発信のしくみづくり 

 →地域ポータルサイトの構築・運営 

・ 小・中学生の情報活用能力の向上 

 →小学校のパソコン教室における児童１人につきパソコン１台の整備 

・ デジタルデバイドへの対応 

 →ＩＣＴ関連講座の充実                      等 

継続的な取り組み 

・ 情報セキュリティ対策の充実 

・ 校内 LANを活用した情報教育の推進 

・ 地域産業の活性化                          等 
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